
 

 

医政発 0330 第４号  

令和８年３月 30 日 

 

都道府県知事 

各  保健所設置市長   殿 

特別区長 

 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 

の一部改正について 

 

 

 

今般、別添のとおり、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に

関する指針（医療広告ガイドライン）等について」（平成 30 年５月８日付け医政発 0508 第

１号厚生労働省医政局長通知）別紙３を改正することとしました。 

改正内容は以下のとおりですので、貴職におかれましては、内容についてご了知いただく

とともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 改正の内容 

   医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 87号）による見直し等に伴う改正 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

以上 


